
Live in Buddy ホールレンタル規約  

【第⼀条】借主は、イベント当⽇は本⼈もしくは代理責任者を⽴て、絶えず常駐
することとします。  

【第⼆条】内装設備、機材等に破損が⽣じた場合は、借主が責任を持って早急に
原状復旧し、貸主に損害が出た場合は借主が補填するものとします。  

【第三条】借主は、イベント当⽇の社会秩序及び法令の遵守を遂⾏するものとし
ます。  

【第四条】借主は、イベント当⽇の近隣対策を事前に準備し、当⽇も責任を持っ
て対処する ものとします。 
  
【第五条】未成年者への酒類、たばこの提供は借主の責任において禁⽌します。  

【第六条】貸主は、イベント当⽇の事故などによって、直接もしくは間接的に発
⽣したお客様または第三者の損害において、⼀切賠償の責任を負わないものとし
ます。 
  
【第七条】貸主は、システム的な問題他いかなる事由においても貸ホールが利⽤
不可能になった場合、⼀切の賠償の責任を負わないものとします。  

【第⼋条】貸主は、社会秩序、法令順守の観点などにより、必要と認めた場合、
イベント内容の変更、中断、中⽌が出来るものとします。その場合は、事前に借
主に通知するものとします。 
 但し、知らされた連絡先にて連絡がとれない場合は、通知の責任は負わないもの
とします。 
なお、それによって発⽣するいかなる損害も、⼀切の賠償の責任も負いません。 

【第九条】キャンセル料は以下の通りで、キャンセル料⾦を⽀払った⽇を基準に
計算するものとします。  



【キャンセル料⾦について】 

1ヶ⽉以内のキャンセルの場合：レンタル料の100%いただきます。 
2ヶ⽉以内のキャンセルの場合：レンタル料の50%いただきます。 
3ヶ⽉以内のキャンセルの場合：レンタル料の30%いただきます。 
3か⽉より前のキャンセルの場合：前⾦\15,000(全⽇25,000円)がキャンセル料
となります。 

●ホールレンタルの予約を本契約後にお客さまのご都合により利⽤を取消、また
は利⽤⽇を変更される場合は、上記のキャンセル料が発⽣いたします。 
当社の都合、または不測の事故・災害などによりホール利⽤が不可能(建物内や
建物周辺の破損等)となった場合は、ホール側が開催を⾒合わせることがありま
す。 この場合はキャンセル料は発⽣いたしません。 
ただし、これによる損害について当社は⼀切責任を負いません。 

●ご契約時間を延⻑してご使⽤された場合は、超過料⾦が発⽣いたします。 
超過料⾦1時間につき\16,500(税込)となります。 
10分程度の延⻑があった場合にも1時間\16,500(税込)の超過料⾦が発⽣します
のでご注意ください。 

＜ご飲⾷物のお持込について＞ 
ご飲⾷物のお持ち込みがあった際は、数量を問わずフード、ドリンクそれぞれ 
￥55,000（税込）のお持ち込み料を頂戴しております。 


